
※相談者の了承が得られた部分のみを公開しています。

調査報告書
（母親の高齢者グループホーム利用料捻出について)

令和 ５年 ４ 月 2 日

提出先 様

提出者 ふたつ社会保障制度調査事務所

標記の件につき下記の通りご報告いたします。

調査の趣旨

令和５年４ 月 2 日、 様よりメールにて依頼を承りました。相談内容はお母様(86)が高齢者グル

ープホームを利用しているが、利用料の捻出が困難なため負担軽減の方法がないか、という趣旨でした。毎

月の施設利用料と介護保険の自己負担分を合わせると約 13 万円。現在は、お母様の国民年金約６万円/月

と不足分を 様、妹様、弟様の三人で支払っています。世帯を分ける手続きを取られ、特定入所者

介護サービス費の申請をされています。

調査方法

期間：令和５年４月 24 日～４月 28 日

過程： 福祉課高齢福祉係 → 福祉部高年介護課 → グループホーム「あじさ

い」(当事務所協力施設) → 福祉課障害福祉係

方法：電話及び訪問

調査結果概要

介護保険の自己負担分やグループホームの利用料の減額は難しいと判断し、各種手当の受給という観点

から調査を行いました。経済的メリットと利用できる可能性を勘案した結果、優先度の一番高い制度及びサー

ビスは「特別障害者手当」でした。当該手当は介護保険を利用されている高齢者の方も申請ができます。重

度の障害(認知症の症状含む、介護度４～５程度)をお持ちの方を対象としています。



調査詳細

【 特別障害者手当について】 別紙参照

https://www.

特別障害者手当の申請及び受給要件(満たしているものにレ点を入れてあります)

＜居住地及び居住場所＞在宅☑

の高齢者グループホーム※高齢者グループホームは在宅とみなされます。

＜年齢＞20 歳以上☑

お母様は 86 歳

＜障害の区分＞精神障害者☑

認知症の診断を受けている。

＜障害の程度＞精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必

要とする状態にある☑

介護度４。介護拒否や帰宅願望などの認知症症状があり、グループホームにおいて介護を要している。

＜お母様が所得基準を満たしている＞3,604,000 円以下/年(扶養親族等の人数なし)☑

約 750,000 円/年(老齢年金)

＜ 様が所得基準額を満たしている＞6,962,000 円以下/年(扶養親族等の人数３人)☑

所得金額詳細不明。 様より所得基準額以下と申告あり。

以上、名古屋市特別障害者手当の申請および受給要件をすべて満たしています。

申請窓口は 福祉課障害福祉係です。

https://www/
https://www.kaigowel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2020090800036/files/tokubetsusyougaiteate.pdf


申請に必要なもの

福祉課障害福祉係にあるもの

・認定請求書 ・所得状況届 ・口座振替申込書 以上三点を窓口にて記載してください。

・特別障害者手当認定診断書(精神障害者用)の様式を受取りかかりつけ医に記載してもらう。

※診断書の作成は、かかりつけ医の 医院 先生に依頼をしてください。

文書料として 3,000 円～6,000 円程度の費用がかかると思われます。

様がご用意するもの

・年金支給状況のわかるもの(支払通知はがき、年金証書など)

・お母様名義の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード)

気を付けること

・窓口にて「高齢者は特別障害者手当の申請はできません」と言われることがあります。お母様が申

請の要件を満たしていることは調査のうえ 福祉課障害福祉係に確認済です。窓口

でそうした対応を取られた場合は再度確認をしてもらってください。

・特別障害者手当認定診断書の記載について

Q.どうすれば受給できる？A.医師の診断書に親や周りの人がいかに困っているかを記載してもらい

ましょう。

そのために…1.受診の時に本人やまわりが困っていることをメモしていきましょう。2.書いてもら

った診断書の内容を確認しましょう。3.診断書の内容が不十分もしくは誤りがあれば医師に書き直し

てもらいましょう。

診断書の内容に納得することが大切です。医師に追記や書き直しを依頼することは躊躇されるかもしれませ

んがそこは割り切りましょう。

IQ(知能指数)はそこまで重要ではありません。どれだけ親や周りの人が困っているかが問われています。あ

る程度 IQ は高く軽度の知的障害と診断されている場合でも、危険を認識できずに道に飛び出す、沸かした

薬缶のお湯を触る、オムツをしていたり着替えが自分でできない等、日常生活を送るのに困っていることが重

要なのです。その困り感が強ければ国が金銭的に補助します、というのが今回の制度です。



所感

お母様の年齢や生活状況を鑑み「高齢者」「介護保険」という観点から調査を始めました。結果的に

障害者の手当の中に申請が可能なものがありました。社会保障制度については制度が作られた意図と

私たちの解釈が一致しないことがあります。「母親は障害者ではないのに・・」という思いもあるかも

しれませんが、今回の制度の申請要件を満たしたということは特別障害者手当はお母様のような方の

ために作られた制度です。今後もお困りの際には弊所でサポートができることがあるかもしれません。

お気軽にご相談ください。


